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第２０期 国立市社会教育委員の会（第７回定例会）会議要旨 

平成２５年１２月１７日（火） 

［参加者］松田、佐藤、立入、猪熊、武澤、柳田、川廷、太田 

 

［事務局］津田、清水、藤田 

 

事務局 それでは、定刻を過ぎましたので、始めていきたいと思います。第２０期

国立社会教育委員の会第７回の定例会となります。本日、根本委員と矢野委

員よりご欠席の連絡をいただいております。お二人が欠席ですけれども、過

半数以上いらっしゃっていますので、始めたいと思います。 

 それでは、配付資料の確認をいたします。 

 Ａ４、１枚次第がございます。次第の下に配付資料の一覧がございます。

前回議事録、①が前回議事録ですね。 

 ②が資料の１、これまでの議事と今後の方向性についてということで、松

田議長からの資料をホチキス留めでＡ４、２枚お配りさせていただいており

ます。 

 ③、資料の２として、松田先生の資料に関連するものとして、参考資料と

して、こもんずと書いているものですね。家庭教育支援活動の事例として、

千葉市湯浅町のものが資料２としてホチキス留めで、カラーのものが折り込

まれていると思います。 

 その他として公民館だより・図書室月報、みんなの生涯学習です。現在の

国立市、また、東京都の社会教育生涯学習に関しての動きについて、ご参考

までにお読みいただければと思います。 

 資料の確認については、事務局からは以上となります。 

 それでは、議長、お願いできますでしょうか。 

 

松田議長 はい。 

 

事務局 よろしくお願いいたします。 

 

松田議長 はい。 

 それでは、今日もお忙しいところお集まりをいただきましてありがとうご

ざいました。では、第７回社会教育委員の会を始めていきたいと思います。 

 本日の議題は、これまで国立市の現状や関連する諸施設の方からヒアリン

グ等を行ってまいりまして、ある程度、情報という意味では、かなり共有が

できてきたということで、一旦ここで議論の整理を行いまして、今後どうい

う方向で進めていくかということを、改めて確認をさせていただきたいとい

うことです。 

 先んじまして、まず資料の２をご覧いただきたいのですけれども、前回、

どちらかといいますと重篤な状態にあるご家庭への教育支援といいますか、

そういうもので先進的な事例というのはあるのだろうかというような、特に

矢野委員から出たご質問だったのですけれども、そのあたり私のほうで把握

しているところという意味で、非常に限定的な取り組みなのですけれども、

２つほど資料としてご紹介できるかなと思って持ってきたものがこちらの

ものになります。 

 まず、こちらの説明から先にさせていただきたいのですけれども、このこ

もんずという活動は、家庭教育支援チームの活動になります。場所は千葉市

の稲毛区の学区内での活動になっているのですけれども、簡単に申し上げま

すと、子育てに関する相談活動や子育て講座、あるいは地域人材の子育てに
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かかわる人材の養成といいますか、あとは広報紙の作成や地域ネットワーク

づくり等々の活動を、チームを構成されて、そのチームでもって地域に働き

かけていくということをなさっているような取り組みです。 

 このこもんずというのがチーム名になるのですけれども、チームのメンバ

ーの構成というのが、区のほうで行われている子育てサポーターという制度

に乗っかられて活動なさっている方と、臨床心理士さんと、保育士さんと、

民生委員さん、児童委員さんと、それと主任児童委員さん、あとは学区内の

ＰＴＡ関係者ですね。そういう方々で、およそ２０名程度のグループが核と

なって活動されているというところです。 

 資料に①、②、③、④という形でこもんずの活動が簡単に説明されていま

すが、いわゆるアウトリーチという形で、地域にそのチームが出張っていっ

て、それでこのような活動を行われて、地域をネットワーク化した上で少し

引かれていくというか、そして地域での活動を促していくというようなです

ね。さらに、その地域の活動が活発になったときに、その地域間のグループ

をネットワーク化していくというような活動です。既に、５年程度の活動を

続けていらっしゃいまして、地域では非常に周知度の高い活動になっている

と伺っているところです。 

 簡単なご説明ですけれども、続きまして、２つ目のとらいあんぐるという

活動です。これも家庭教育支援チームというような活動なのですけれども、

こちらは和歌山県湯浅町という町での活動になっています。湯浅町というの

は、人口１万３,０００人ぐらいのわりと小さな町なのですけれども、地域

特性として非常に経済的に厳しい環境のご家庭がわりと多いということも

ありまして、こちらもとらいあんぐるというチームをつくりまして、こちら

の特徴的な活動内容は、全戸訪問をなさっているということです。基本的に、

講演会、講座の開催や、あるいは啓発資料の配布ということを、家庭教育支

援ということで地域では行われてきたのですけれども、出席者が固定化した

り、少なくなってくるのだとか、あるいは配布資料にいたしましても、どれ

ほど目を通していただいているのかわからないというようなことが詰まっ

てまいりまして、むしろ必要な支援というものを働きかけていくという必然

性を、非常に強く地域の住民の方や行政の方が感じられる中で、全戸訪問と

いうような、そういう支援の行い方を、町を挙げて取り組まれたという事例

です。 

 こちらにございます、すまいるという情報紙を、基本的には構成されて、

これをお届けに上がるという形で全戸訪問されて、その際に各ご家庭のお話

をお聞きになられて、定期的に講座やさまざまなフォーラムのようなものを

開かれる中で、そちらにお誘いするだとか、そういう形で行っています。 

 このチームは、元保育所の所長でいらっしゃる方がリーダーになられてい

て、サブリーダーとして保護士の方が入られていまして、あと元校長先生、

栄養士の方、民生児童委員、母子推進委員、地域住民のボランティア、そし

て読み聞かせをなさっているボランティアの方も、リーダーとして入られて、

都合１３名で回られているということです。各家庭訪問は２名で必ず行かれ

るというような、そういう活動になっているということを伺っております。 

 この活動を続けられる中で、特に学校からの相談事項というのが、逆にこ

のチームになされる場合が多くなってきまして、自然に学校と地域との関係

といいますか、というものが非常に深まっていったというような、そういう

報告をなさっているようでございます。また、この活動をいわば少しマネー

ジメントする形で、スクールソーシャルワーカーが２名ほど入られていらっ

しゃいまして、学校という場所と、地域とご家庭というものを連携させる中

で、全体的に底上げを図るということを行っています。 
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 成果としては、保護者の方の不安、不信の解消だとか、情報の共有とか、

保護者間のつながりというものが育成されていくだとか、そういうようなあ

たりのことをお感じになられているということで、逆に課題としては、それ

ほど訪問される必要がないご家庭とか、そういうことに対してやはり拒否さ

れるご家庭があって、そういうご家庭に対する働きかけをどう行うかという

こと、あるいは虐待家庭というのがやはりかなりはっきりと見てとれること

になりますので、ネグレクトされている家庭の対応というものが、かなり専

門的な取り組みにもなるという、そのあたりの仕組みを、このチームがどう

つくるかというようなことも課題になっていると聞いています。 

 また、そのチームのメンバーの対応スキルの向上のための研修というもの

が、課題になっているとお話しされているようです。 

 幾つも、もちろんチーム支援だけではなくて、さまざまに支援の実態とい

うのはあると思うのですけれども、私のほうで把握がしやすいということで、

前回の矢野委員のご質問に対して、少し資料提供ということで報告をさせて

いただいたというところです。 

 まず、この２事例に関しまして、何かご質問等ございますでしょうか。 

 

佐藤委員 よろしいでしょうか。 

 

松田議長 はい。 

 

佐藤委員 佐藤です。これはぴったりの情報を提供いただいたと思って、とても関

心あって読んでいたのですけれど、これは完全なボランティアですか。それ

とも、対価をどこからか支払われるということがあるのかしら。チームの

方々に対して。 

 

松田議長 こもんずはボランティアで、湯浅町のほうは対価があると聞いておりま

す。 

 

佐藤委員 そうですか。それは、町なり、市が提供するということですよね。 

 

松田議長 はい。 

 

佐藤委員 国のそういう助成金じゃないけれど、働きかけがあるのに乗ってやった

とか、そういうことではないのですね。 

 

松田議長 はい。そうです。 

 

佐藤委員 こういうことを思いつかれてつくり上げられたというのは、何か背景が

あったかどうかご存じならお願いします。 

 

松田議長 はい。 

 私のほうも、この報告を伺うような場があったので、民生委員についてご

紹介をしたのですけれども、例えば湯浅町の場合ですと、先ほどもお話しま

したけれども、大分地域的な特性があって、特に中学校を中心に生徒指導上

の問題行動というのが、わりと表面化したそうです。そういう中で、家庭環

境養育の問題というものが、やはり町としてかなり課題になって、そういう

中で平成２１年に訪問型家庭教育支援事業というのを、まず立ち上げられた

そうです。そこで、全戸訪問による支援の有効性というものに、わりと手応
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えを感じられたということがあって、それで、このとらいあんぐるというよ

うな動きに発展していったと、ご報告ではお話されていたように思います。

はい。 

 

柳田委員 はい。 

 

松田議長 はい。 

 

柳田委員 柳田です。僕も何しろ勉強不足でお伺いしたいことがありまして、小さ

いほうの紙の裏のほうの円の中なのですが、文科省に８１の家庭教育支援チ

ームが登録されているということなのですが、文科省に登録することによっ

て、何か支援を受けるとか、受けられるとか、そういうことってあるのでし

ょうか。 

  

松田議長 正確な記憶ではないのですけれども、文科省で家庭教育支援チームを各

地に広げていくような、そういう事業が取り組まれた年度がございまして、

そのときには区市町村から手を挙げる形だったと思うのですけれども、委託

事業としてなされたときがあったと思います。ただ、わりとその期間は短期

間で、おそらく民主党政権になったときの、事業仕分けとかっていう話があ

りましたですね、あのあたりで、たしかカットされて、それでチームとして

の登録は受け付けているけれども、委託ではなくなっています。現在は、別

事業で補助金を出しているものがございます。 

 

立入委員 立入です。 

 

松田議長 はい。 

 

立入委員 こもんずのほうで、学校が３つ重なったところの地域だと思うのですが、

どのぐらいのお子さんっていうか、家庭数っていうのでしょうかね、あるの

かなというのをお教えいただけますか。 

 

松田議長 公立２小学校、１中学で、いずれも８００名程度の学校と伺っています。

はい。 

 

立入委員 ８００、大きいですね。 

 

松田議長 稲毛区の人口が約３万人ということです。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。そうしましたら、また本日は総括的な話し合いに

なると思いますので、必要に応じて、またご質問いただき、またご意見いた

だけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、資料１をごらんください。ここまで社会教育委員の会では、家

庭教育支援の充実という言葉を受けまして、計７回の委員会を開催してきて

ございます。先日事務局と議長の間で相談させていただきまして、今回、こ

の７回のまとめを行うとともに、今後の方向性というものについて、改めて

ご意見を交わしたいということで用意させていただいたものです。 

 初回がご紹介の会ですので、実質は６回ということになるわけですけれど

も、この間、現在の国の家庭教育支援に関する動向、さらには国立市の動向、

そして実際に現場でその事業にお触れになられるような皆様方からのヒア
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リングという形で、いわば現状というものを皆様で把握するとともに、家庭

教育支援とはどういうことであるのかというような、そのあたりの見方の共

有といいますか、そういうものが進んでいたのではないかと思います。 

 また、国立市の地域特性というようなものを、少し見据えた形での情報の

共有ということも、若干進んでいたのかなと思うところです。 

 それで、前回まで、幾つか少し枠組みが必要なのではないかということで、

審議の中で幾つかお話は出てきていたと思うのですけれども、それを改めま

して、少し整理してみると、こういうような形のものが物差しとして使える

のかなという、これは１つのたたき台です。そういうことでつくってみまし

たのが、次のページの横長のページです。これは、縦軸に、家庭教育の対象

になる子どもさんの発達段階を書いています。大まかに小中学校に通われる

学齢期のご家庭に対する教育支援ということと、その以前に就学前という段

階と、あと現在のところ、まだあまり話題には出ていませんが、その問題は

非常に重要だというご指摘もありました、中学卒業後の青年期の家庭の教育

支援というものを縦軸にとっていますと。横軸には、現在よく行われている

という意味での、家庭教育支援の手法のようなものを配置させています。一

般には情報紙の作成だとか、あるいは講座の開催とか、イベント等の開催と

いうものから、交流の場を用意していくためのサロン型の支援、さらには今

日ご紹介したアウトリーチ、出ていって働きかけるという支援ですね。 

 その中でも全戸訪問というのは、非常に重篤なケースに対応するというよ

うなことも含めた手法というようなことで、おおよそ４つのポイントを設け

て書いてみています。議論の中でも、ユニバーサル型の家庭教育支援という

のと、ターゲット型の家庭教育支援ということもありましたけれども、それ

が手法というところに落とし込んだときには、おおよそこのような対応関係

があるのかなと思っているというようなところです。そこに家庭教育の領域

というような、家庭教育支援の領域っていうようなお話の中で、いわゆる生

活習慣等の基本的な家庭教育で育つことが望ましい内容と、学校教育の、特

に教育課程外のですね、学び、一般には個性伸長を図るような、そういうよ

うな内容。もう一つは、いわゆる学力の支援というような、そういうような

領域があるのではないかなというようなお話を、委員の皆様方からもかなり

コンセンサスが出てきたようなところがあるのかなと思って見ております。 

 そうしますと、この方眼のようになっていますけれども、ＡからＬまでの

場所と、その領域というものがございまして、例えば学齢期における家庭教

育の力点というのが、就学前における家庭教育の力点とはもちろん異なって

いるということもございます。そういうような中で、今の国立市の家庭教育

支援の現状というのが、どういう特性のあるものになっているのか、また、

逆に言いますと、今後、重点化していくということや、あるいはここをフォ

ローしていかなければいけないというような形で考えていくとすれば、どの

ような方向性があるのかっていうようなあたりを、お話し合いいただくとき

の物差し程度に使っていただけるかなということで、構成したものです。 

 どちらかといいますと、現在までの国立市の家庭教育支援というのは、右

側のアウトリーチ型のものはまだ実施されておるということはなくて、左側

の講座、あるいはイベント、少しサロン的な取り組みというものはなされて

いるということと、就学前あたりに、わりと現状の力点といいますか、要素

があるというようなあたりも、少し言えるのかなと思ったりしています。 

 それでは、もう一度、資料の１枚目に戻っていただきたいのですけれども、

この中で、これは行政のセットとしてはよく言われることですけど、インプ

ット、アウトプット、アウトカムというような、ある種の行政施策のロジカ

ルモデルのようなものっていうのが、やはり最後報告書としてまとめるとき
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に、ある程度のそういうものをお示しする必要があるだろうということと、

一方では短期的な取り組み、中期・長期的な取り組みというような、時間の

流れというものも少し考えながら、手前ではどのような家庭教育支援という

形で国立市がやはり考えていかなければいけないのか等々の観点が、おそら

く最終的な報告書では必要とされることもあるのかなと思っておるところ

です。 

 このような補助制度が、もし使っていただけるときがあれば使っていただ

きながら、今後、できればそれぞれの委員の皆様方のお立場から、このあた

りで国立の家庭教育支援ということでの課題や、その背景等にあるような問

題意識等をご報告いただいて、重点化すべき内容や、あるいは先進地域にお

いて情報収集すべき内容というものを少し明らかにしながら、まとめに入っ

ていくというようなことが必要なのかなと思っているというようなところ

です。 

 僕のほうからは以上のご説明になります。 

 今日は、この７回の委員会を通しまして、ご議論の時間を取っていただけ

ればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局のほうから何か補足していただくようなことはございますか。よろ

しいですか。 

 

事務局 はい。 

 

松田議長 それでは、どこからでも結構ですので、ご質問、ご意見含めまして、委

員の皆様からお願いできたらと思います。いかがでしょうか。 

 はい。 

 

立入委員 立入です。先ほど資料でいただいたこもんずっていうのから入っていき

たいと思うのですけど、それと、このつくっていただいたＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄに

括弧が分かれているって感じですよね。これと、こもんずの人たちの活動自

体が、具体的に把握できているかどうかはちょっと不安なのですけど、そう

いった、こういうのはあったらいいなって思うような支援だなとは思ったの

ですけど、それが６年目を迎えましたということは、やっぱりサポーターの

人っていうのがかなり、ここに核になっている方は１９ですか、２０名程度

と先ほどお話でしたけど、ＰＴＡの方とか、かなり幅広い範囲で人がかかわ

っているのかなっていう想像の範囲ですけど、なので、そういった意味では

国立でもいろんな方々がこういった内容にかかわれる内容ではあると思う

のですね。 

 これは私の質問ですけれど、もう一つのほうの地域の事例よりは、全体的

な、この図でいうと重篤のケースというよりは、地域全体の意識を高めよう

みたいなイメージでやっているのかなという感じなので、もちろん個別に対

応するような事例は、もちろんどこの町にもあるでしょうし、必要ではある

のですが、国立でもし何かイメージとしてやるのだとしたら、最初こういっ

た形で、例えば親同士の交流とかっていうところから入るとかっていうきっ

かけを、どこか見つけていけば、こういうのってつながっていけるのではな

いかなというイメージを持って読んでいたのですけど。だから家庭支援と学

校とか、あとは就学前のお子さんに関しては、今も何ていうのでしょう、も

う曜日別で各、例えば市民プラザみたいなところに集まって、それは家庭支

援センターが主になってやっているのでしょうか、そういった親同士を交流

させて、子どもたちに童(わらべ)歌を教えたりとかっていう交流をする場所

というのはあるので、そういった意味でもそういうのをつなぐ人たちがいれ
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ば、もちろん民生委員の方とかもやっていたりとかするので、あとは学童の

リーダーというのでしょうか、先生というのでしょうか、そういう方がかか

わっていたりとかするので、モデルとしてはこちらのほうがやりやすそうな

イメージなのですが、だからきっかけというか、糸口というか、が見えたら、

できなくはないのではないかなという気はします。 

 

 

松田議長 確かに、こもんずっていう組織は地域の活動をコーディネートしていく

ようなことを主たる活動の内容としてなさっているなと、僕も思っているの

です。そういう意味では国立も、ほんとうにさまざまに活動っていうのは、

もう既に蓄積されているものも結構ありますので、おっしゃるように何かき

っかけがあって、そういうものが横につながっていくっていうか、そういう

ことっていうのは１つ大きな課題になっているのかもしれないですね。 

 そういうことの必要性というのは、よくやっぱりお感じになられることが

多いですか。 

 

立入委員 うん。あったらいいなって思いますね。実際にそういう活動で、親の悩

みを聞いてあげたいからそういう場所をつくるのだっていって、ボランティ

アっていうか、社会協議会、それか福祉協議会のほうに属して、子育て支部

会みたいなので、親同士の交流するサロン型っていうのでしょうかね、バザ

ーを企画したり、何か物をつくったりとかするのを企画している人が知り合

いにいまして、その人たちが親の悩みを相談しましょうって言うと集まりに

くいけれど、何か手仕事をしたり、何かやりながらだと、気軽にうちの子こ

うなのよねっていう話ができるっていう話を聞いているので、ＰＴＡの活動

なんかでも各学校、それぞれやっていると思うのですけど、その中で、やっ

ぱりふだんやっていることの中から相談ってできると思うのですよ。思うの

ですけれども、どうでしょう。猪熊さんとかはどうですか。 

 

猪熊委員 猪熊です。今日のこのタイトルっていうか、議事に合っているかどうか

はわからないのですけれど、ずっと５回ぐらい、ここで家庭支援のお話が出

ていたのですけれど、私が学校で地域の方々との会議に出席しても、あと、

たしか昨年のいじめの教育フォーラムに参加しても、子どものことは全て家

庭だっていう結論に達するのですね。自己肯定感を持たせようっていう話で

も、やっぱり最終的には全て家庭で子どもに自己肯定感を持たせるように育

てましょうということになってしまいます。言葉は悪いのですが、逃げられ

てきちゃっています。地域の方々からも、例えば子どもたちが挨拶をしない

とか、登校マナーがよくないとか、そしてその悪い点を注意もしないという

ような感じで全てもう家庭だ、家庭だということを、どこからも言われてい

まして、非常に私はいつも居場所がない感じで会議に出ております。ですか

ら家庭というか、親、保護者のほうを、やはり教育しないといけないのか、

もしくは、どこを家庭教育支援というかたちで助けていく、支えていく、教

育していくのかが、この『こもんず』だと、わりとターゲットがわかりやす

いのかなという感じがありますね。『すまいる』ですと、先ほど学校からも

結構頼りにされているというようなお話もあったので、逆にほんとうに家庭

に依存、依存で家庭で何とか子どもを育てていってくださいっていうことを、

言われている感じがします。ちょっと自分の言いたいことがまとめ切れない

のですが、『こもんず』の見た感じで、この活動のようなことが国立市にも

う少し適用した形であるとどうかなっていうことを思いました。 

 立入さんの求められた回答になってないと思います。申し訳ありません。 
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立入委員 いや、でも、そうやって悩みって誰しも、家庭であると思うので、ＰＴ

Ａなんかでそういう話になったりするのかなって思って、ちょっと振っちゃ

ったのですけど。 

 

佐藤委員 佐藤です。今、私、公民館のほうの運営審議会のほうで、方針づくりを

やはりやっておりまして、そのことが少し関係があるような、ないような部

分があって、きのうたまたま議論をしましたので、その内容を少し話をして

みたいと思います。 

 公民館の新しい課題って、今まで取り組めなかったけれど、今、求められ

る、公民館に本来からいうとやってほしい、求められる事業っていうのは何

だろうということを議論にしていました。その中で、若者とか、子どもたち

に寄り添う事業がどこまでなされてきたのだろうか、公民館がですよ、とい

う話になったわけです。そのまま出されたものがすぐ公民館がすべきという

議論ではなく、じゃあ、課題をいろいろ出してみましょうっていうことにな

ったときに、貧困の問題も出たのですよね。貧困ということが、勉強のチャ

ンスもかなり阻害してしまったり、親が忙しいために子どもに対する目の行

き届かない部分があったり、それほど時間を取るっていうことができないた

めに宿題もしてこなかったりする。そういうところの部分が、そういう社会

のそういう仕組みそのものをもう一回考えるために、公民館はじゃあ、何が

できるだろうかっていう話だったのですよ。とりあえずは、今年度は文科省

か何かのに手を挙げたのでしょうかね、公民館の事業で引きこもりとか、不

登校とかのご家庭の人たちだけではないのですけど、そういう悩みを抱えて

いる家庭の保護者の人たちに対して、まずはいろいろ話をしたり、いろいろ

専門家のアドバイスを受けたりっていう、そういうチャンスをつくろうって

いうことで、３回事業か何かをやると思うのですね。それから、それは３年

間、毎年手を挙げていけば最大で３年間だけど、その後も当然ながらそれが

必要となれば継続していくよっていう話だったのですけど、やはり家庭だけ

の問題では決してないと思うのですよね。社会のそういう問題からいろいろ

不都合が発生していて、それが子どもたちに出てきているっていうのがある

ので、当然家庭だけの責任はあり得ないと思うのです。じゃあ、そこをどう

するかっていうときに、この間指導主事の方がお話しされていたように、じ

ゃあ、塾に行く余裕がないご家庭には、大学生の人に学校で少し勉強のチャ

ンスをつくろうという話をしていましたよね。そういうことも１つのやり方

だし、もっと悩みを打ち明けられるような場所をつくっていくっていうのも、

親もつながっていけるようなところをつくっていくっていのもあると思う

のです。先ほど話した公民館でやる事業かどうかっていうのはさておき、こ

この議論とは少し違うと思うのですけど、どこの市の部署でもいろいろなこ

とでやっぱりそういうことを考えていると思うのですよね。福祉のほうでも

考えるし、それがつながらないっていうのが、連携が少ないっていうのが、

少し問題なのかなと思って、教育委員会と福祉とか、社協とか、いろんなと

ころのつながりが一体となったら、その形ができたら、例えばこういうこも

んずのような動きにつながるのかもわからない。だけど、いずれにしてもど

こかが答申を出したからすぐできるってものではなくて、そういう危機感み

たいなのをいろんな部署で、やっぱり一斉に持つことで、持って共有するこ

とで、そういう動きができるのではないかなと思うのです。だから、それに

つながるような内容にしていかないといけないなと思っておりました。こも

んずとか、そういう形がすぐいいかどうかっていうのは、またちょっと議論

の方法があると思うのですけど、ただ、取り組みを、動きを始められたって
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いうところの評価はすごくあると思います。具体的に動き出した。教育委員

会が何かなさろうとしても、教育委員会と学校との連携だけで、家庭とのつ

ながりだけでやるのではなくて、それを地域までつなげるような動きにしな

いと、やっぱりほんとうのものにならないなと思ったのです。そう思いまし

た。 

 

松田議長 はい。 

 

立入委員 立入です。今日、そのお話で放課後子ども教室の会議があって、前回お

話いただいた教育委員会の市川指導主事も委員にも出席されていて、それで

この前お話があった、子どもたちにほうかごキッズの時間があるのですが、

その時間帯に五、六年生を対象にして、来年度からもう始めるっていうよう

なお話をなさっていたので、もう具体的になっているのだなと思ったのです

けど。それをとりあえずは４校で、どこにやるかは決めていないけれども４

校でやるつもりですっておっしゃってはいましたので、五、六年生を対象に、

大学生にお願いして、講師に入ってもらって勉強を教える。同じ時間帯にや

るので、ちょっとほうかごキッズの子どもさんが減っちゃうと心配だとは言

っていたのですが、遊べる時間帯が２時間ぐらいあるのですが、その中で存

分に遊べる子っていうのは低学年の子しか結局はいなくて、五、六年生って

授業終了が遅いですから、終わってあと１５分とかしか遊べないので、ほう

かごキッズの中で何かをするっていうことは、各学校多分もう今授業も結構

入っていますので、高学年の子はできないと思うのですね。だから、格差を

埋めるっていう意味ではその施策というか、方法というのはいいなと思って、

４校といわずに全校でやってくれればいいのになとは思っていたのですけ

ど。 

 

佐藤委員 そんなのは一斉にやらないと、それはちょっと。 

 

立入委員 だから、試行段階だとは思うのですけどね。 

 

佐藤委員 ほうかごキッズも１校か２校から始めたじゃないですか。 

 

立入委員 そうですね。ですから、時間がかかることなのかなと思って聞いてはい

ましたけれど、なので、多少動き出してはいるのであれば、そういった家庭

の支援とかも、もっと違う方面から手をつけていくと、ごとって車輪が動く

みたいに、そして情報の共有っていうことが各部署で、子ども家庭部ですと

か、生涯学習課ですとか、学校の指導課ですとかっていうのが、うまく同じ

情報を持って家庭ということに向き合えば、効果というのはとてもあるのか

なと思いますけどね、一緒に向き合えば。 

 

武澤委員 武澤です。こもんずが話題になっておりますけれども、私もＮＰＯとか、

ボランティアというのを随分やってきて、その経験からお話ししますと、確

かにこれ、みんな、こういうことはいいことだというのでやろうというので

始まるのですけれども、やってもなかなか継続しないのですね。それは、一

番継続するのは、リーダーがしっかりしていると、ここはこういうことをや

るのだという旗をばっしり立てているところは継続していくのですけれど

も、そうでないとどうしても気の合う人とか、何とかとかいう人だけで分か

れていくということが多いのですね。だから、なかなか実際にこれやってみ

ると難しい問題があると思っております。 
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 私は一番初めでしたかね、全員に同じことをやるのか、それともこういう

分布していて、頭のほうの１５％、尻尾のほうの１５％、そういうところを

切ってやるのか、どうするのかというお話ししたことありますけれども、そ

のときの答えは、いや、これは全員に同じことをやるのだという回答だった

ので、私はそれを考えていて、そうすると僕は非常に狭い範囲で家庭支援を

考えておりまして、学校でなかなか今、先生が非常に忙しいと。もういろん

な雑用って言っていいのかどうかわかりませんけれども、忙しい。そこでや

り切れないところが、その家庭で何とかそこをサポートするというようなこ

とかなと、今思っているのです。最初のころは福祉の話も出てきましたけれ

ども、教育と福祉の境目はどこだろうかとかいうのも、私もずっと悩んでき

て、もう福祉は福祉の人に任せりゃあいいと、だから家庭教育というのはど

ういうものかというので考えてみました。 

 私の、考えていて、２つ、非常に狭い範囲でですから、２つ、僕は今必要

だろうと思うのは、１つは英語の問題ですね。英語がこれからどーんと出て

くると。そうすると、今の先生も英語が得意な人はいいけれども、得意でな

い人が担任の先生になったときどうするのかとか、いろいろあると思う。そ

ういうのは、じゃあ、家庭で英語を支援できるのかとかいうことが、１つあ

ると思う。でも英語っていうのは非常に大事だと思う。 

 もう一つ、私はいつも言っているようにＩＴですね。ＩＴがこれほどどん

どんどんどん進んでいくと、そうするとこれを野放しにしておくと、ＩＴっ

ていうのはもっともっといい方向に使えば、ものすごく便利な装置ですし、

今度悪いほうに使うと、また非常に悪い、極端に分かれていくと思うのです

ね。だから、これこそ学校で教えなくちゃいけない。ＩＴでもルールを教え

なくちゃ。ルール、それからマナーをそこで覚えてもらう。それが今度はモ

ラルになっていくのだと、そういういいモラルをつくっていくことが大事だ

と。これはＩＴ、特別なものじゃなくて、実はルールを教えるっていうのは、

社会の仕組みを教えることなのですね。会話の仕方、友達との会話の仕方と

か教えるのですけれども、それをただ、こういうＩＴ、パソコンとか、タブ

レットとか使わないで会話の仕方を教えるとか言ったって誰も聞かないか

ら、それをパソコンとか、タブレットを材料にして、会話の仕方を教えると、

そこから人間社会のルールっていうのを覚えていけるのではないかな。だか

ら、これは非常にＩＴの機械を教えるのではなくて、社会の仕組みを教える

ためにＩＴをむしろ使うというのが、僕は大事だし、急務じゃないかなと思

っています。 

 以上です。 

 

松田議長 かなりこうお感じになっているところをいろいろお話いただいています

ので、これならいいも含めまして、少しご意見をいただけたらと。いかがで

しょうか。 

 

太田委員 じゃあ。 

 

松田議長 いいですか。 

 

太田委員 太田です。今日の資料、資料２のほう、こもんずととらいあんぐるの資

料を見て、実は私、すごく気になったのは、写真が幾つか出ているのですけ

ど、写っているのはほとんど女性ばっかりで、多分参加者は圧倒的に女性が

多いのだろうなっていうのがとても気になりました。そこからちょっといろ

いろ思いをめぐらせてみたのですけれども、おそらく、こういったことをい
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ろいろと企画をしても来られる方は圧倒的に女性が多くて、それはおそらく

男性よりも女性のほうが、こういうことに当てる時間の融通がききやすいか

らだろうと。つまり、専業主婦の方か、パート勤務の方か、少なくともフル

タイムで働いている人は、男性と同じくこういう場所には出られないですよ

ね。こういう機会をつくったとしてもやっぱり参加者が増えないし、いつも

決まった人になってしまうというのはもう仕方のないことで、むしろこうい

う場所に来られない人をどう支援するかっていうことのほうを考えるべき

だろうというようなことを考えました。 

 例えば、私、あんまりよく知りませんが、ママ友っていうのがあるじゃな

いですか。いろんなところで楽しく交流されていて、多分子育て中の保護者

の方々って、仲のいい人から得る情報っていうのをおそらく頼りにしていて、

自分自身の家族であったりとか、仲のいい友人で子育てを同じ時期にやって

いる人も、近くに住んでいる人たちのつながりがある人は、おそらく行政の

ほうがこういう企画をしなくても、自分たちで仲間を見つけていたりするわ

けですよね。それはそれで、できる限り市としても支援をしていく方向でや

ればいいだろうとは思うのですが、一方で市が支援している育児サークルみ

たいなものも、そんなに盛り上がっているような印象は受けず、いや、盛り

上がっているのかもしれません、そうだったら申しわけないですけど、どの

辺を支援の対象として認識していくのか、できるだけ広くユニバーサル型に

ってやろうとすればするほど、特定の人たちに偏ってしまうっていうことな

のかなっていう気がしています。だとすると、ここに来られない人をターゲ

ットにするようなことはどういうことができるのだろうかっていうことに

なるのですが、もう思い切って男性向けの企画を集中的に考えてみるだとか、

あとはやっぱりフルタイムで働いている方々は毎日すごく時間に追われて

いて、とにかく時間のやりくりが忙しいっていう話を聞きますけれども、例

えば学童保育、何歳までの子どもが受入対象なのか。 

 

川廷委員 ３年生です。 

 

太田委員 っていうことで、となると、４年生になったからとい……。 

 

佐藤委員 今はということで、いずれ６年生、もうちょっと学年上がるのではない

ですか。 

 

立入委員 あ、そうなのですか。 

 

太田委員 ということが決まって、そういう方向で。 

 

佐藤委員 いや、そうじゃないですけど、上がるような方向です。 

 

太田委員 ああ。でも、それはぜひ上げていく、家庭教育支援として上げていくっ

ていう提案をすべきだろうと思いますし、先ほど議長がつくってくださった

この図を見ても気がついたのですが、中学生になったらそういう場が要らな

いかというと決してそうではないですし、諸外国の事例を見ていくと、中学

生、高校生向けのたまり場的な場所が幾つも設置されているような自治体っ

てあるわけで、そういうのがあると多分助かるご家庭は多いのではないかな

と思うのですよね。ファミリーサポーターでしたっけ、いろいろ必要なとき

に助けてくれるっていう制度があるとは聞いてはいますけれども、やっぱり

それに依頼をするっていうことにちょっと抵抗がある人もいるでしょうし、
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必ずしも誰にとっても使いやすいものではないような気もするので、そうい

うところも何か考えていけるといいのではないかなとも思うのです。ただ、

いろいろ手を打ったとしても、男性も女性もどちらにしてもフルタイムで働

こうと思うとこんなに長時間労働しなければならないっていう、その現状が

変わらないことにはどうしようもなくて、それに手をつけないままここで家

庭教育支援についていろいろ考えても、何か焼け石に水という気が。しなく

もなくて、そこをここで何とかするっていうのも、なかなか難しい話なので、

だとしたら、そういう現実に対応できるような、できるだけネットワークを

つくりたいなと。先ほど猪熊委員もおっしゃっていたみたいに、何か問題が

起こると責任の押しつけ合いみたいなことにもなりかねなくて、これは家庭

の役割だとか、家庭がしっかりしなければとか、親がしっかりしなければっ

て言うのは簡単なのですけれども、そう言っている以上は何も変わらないよ

うな、そういう気もするのですよね。何かすいません、あんまりまとまった

話じゃなくて愚痴っぽくなってしまいましたけれど、何かもっと考えられる

ところがあるのではないかと言いたかったっていうわけです。 

 すいません、あともう一つ、長くなって申しわけないのですが、こもんず

の１ページ目ですごく印象的な言葉が２つあって、真ん中ちょっと下あたり

に吹き出しで、地域と地域を結び直すとか、いろいろ文章が書いてあるとこ

ろの中に、人と人との関係を結び直して、悩みや不安を小さくしたいってい

うのがあって、さっきママ友の話をしたときにもこういうことを想定してい

たのですけど、やっぱり信頼できるような仲間をどれぐらい増やせるかって

いうのがすごく大事だろうと思うので、子育てに限らず地域に暮らしている

大人たちが、ふとしたことで出会って仲よくなれるっていう、そういう基盤

づくりみたいなものをもっとできるといいのではないかな。そういうのがあ

れば、自然と子育てについても悩みが話せる関係っていうのが生まれてくる

のではないかというような気がしたので、あんまり子育てに特化しないで、

人と人とが出会って関係を結べるっていう、そういう環境づくりについても

考えてみたいなって思ったのが１つと、それから、その下にサードプレイス

という言葉があって、多分あんまり多くの人はなじみのない言葉なのではな

いかと思うのですけど、第３の居場所ということだと思うのですが、大人の

生活にとってサードプレイスが大事だという話が少し前からされるように

なってきて、それでここにも、「子どもにだってサードプレイス」という書

き方がされているのだろうと思うのですが、むしろここでは、大人にとって

のサードプレイスというものをもっと重視していくことが、回り回って子育

ての支援、家庭教育の支援になるという、そういうふうに受けとめたいなと

思いました。 

 例えば、居酒屋で常連さんたちが仲よくなって、いろんな話で、地域の話

についても盛り上がって、何かアクションを起こしてみようかみたいなこと

があったりとかということが、すぐ思いつく事例なのですけど、多分そうい

う場合は、その居酒屋がサードプレイスになるわけで、そういう場を、公民

館のような場所ももちろんあると思うのですが、そこに限らず、どういう場

所で人はサードプレイスを見つけているのかという、探せばたくさん出てく

ると思うのですよね。そういうのをちょっと見つけてみたいなということも

思いました。以上です。 

 

松田議長 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

柳田委員 柳田です。いろいろなお話を伺って、確かにそうだと思うところも多く

ありまして、私は以前は、自治会の活動を活性化させるということで、私の
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ところの地域も自治会で、もちろん市に対していろんなことを言うこともあ

りますけれども、地域でそういういろんな催し物をやって、子どもたちのイ

ベントというもので、子どもたちが集まれるような環境をつくって、大人た

ちもいろいろこういうふうに集まって、その中でいろんな話というのは、や

っぱり出てくるわけですね。そのような形で、今ある枠組み、自治会という

のは、国立市も多分活動されているでしょうけれども、そういうところに少

し何かそのような形の支援というものをしていって、そういうような集まれ

るチャンスというものを増やしていくことによって、新たに大きなものをつ

くることも必要だと思いますけれども、今あるところで何か活性化して、そ

のようなものは、こもんずじゃないですけれども、何か学習機会の提供とか、

情報提供とか、そういうことができるのではないかなとは思いますけれども、

そういうことになってもらえるといいなと考えています。 

 

佐藤委員 １点よろしいですか。 

 

松田議長 はい。 

 

佐藤委員 佐藤です。今の柳田先生のお話と少しつながるのですけれども、公民の

ほうで出た話が、中学校の１年生の子どもたち、他市の例なのですけど、そ

の地域の自治体に、６つぐらいの自治会とか、いろいろな活動をしていると

ころに、１日お預けして、いろいろな体験をさせてもらうというのをやって

いたのです。それがすごくよかったというのですよね。その自治会なり、預

けられると、１つの学校の１年生全部を６つに分けてお預けしたから、１つ

の固まりが３０人ぐらい、その３０人ぐらいを引き受けた自治会は、いろい

ろなことをやってくれたのですって。伝統的にこの地域に伝わる、例えばお

料理をしたり、何か活動に一緒に参加をしたりということをやったそうなの

です。そうすると、子どもたちも大人も顔見知りにもなるし、いろいろなこ

とに関心も持つし、話もできるようになって、そういうことをやるうちに、

それは１年に一遍にしても、それを毎年重ねていくと、そうすると、地域の

人とのつながりが学校と子どもたちもそうですけど、できてきて、そういう

動きがあるようになったという話で、国立でそれをやりたいと思ったけれど

も、国立は非常に難しい。なぜかというと、自治会の受け皿がなかったとい

うのですね。 

 前の市は受け皿ができたのはどうしてですかという話になったときに、そ

れはコーディネートする人がいたから、両方をつなげる人がいたから、その

人がやって１年目は、市もちゃんと予算をつけてくれた、金額は少ないけれ

ども、何か活動をするのにお金は当然要るわけですから、実費みたいな程度

ですけれども、お金は少しついてやったと。それで一応継続していると。だ

けど、国立の場合は、コーディネートする人がいないから、また受け皿にな

る自治会がそれほど多くないから、なかなか難しいのではないかというお話

だったのです。国立の場合は、自治会がしっかりある地域もありますけど、

ない地域もあります。一応形はあっても、全然活動していないところもあり

ますから、国立の中ではバランスはそんなにとれていないのですよね。一番

多分まとまっているのが、四小地域の自治会なのかなと。みどり会があるか

ら。 

 

立入委員 そうですね。一生懸命やる人が……。 

 

佐藤委員 やる人が、コーディネートする人が。 
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立入委員 いますね。 

 

佐藤委員 ということですよね。だから、やっぱり地域とのつながりをするには、

コーディネートする人が必要だし、コーディネートする人を継続してずっと

確保するには、予算的なものとか、仕組み的なものが必要になるという話で

した。子どもたちが地域にそういうふうに交流できる場を学校と一緒になっ

て話し合ってやっていくと、形ができていく可能性がありますよね、毎年毎

年やると。 

 

松田議長 ほかはいかがでしょうか。 

 

川廷委員 川廷ですけれども、さっきサードプレイスというお話が出ましたが、特

に講座とか、個別にやるよりは、このことは子育て、家庭教育だけではなく

て、年寄りにとっても、地域のいろんな世代の人にとってもいいチャンスで、

よくいろいろ飲み屋さんで知り合ったとか、男の料理教室で知り合って、そ

の後飲むのが楽しみとかいうお話を聞きますが、そういった機会ができると

いうことが、個別の問題を１つずつ、これに対してはこういうことをやると

いうよりは、一番人のつながりとかできてきていいのかと先ほどお話を聞い

て思いました。 

 それから、さっき猪熊さんのほうから、何を言っても、みんな家庭の問題

だと言われてしまうということですけれども、その辺をちょっと具体的に、

どういうものに対して、家庭の問題ってよく言われてしまうのかということ

を、知りたいと思いました。 

 

松田議長 じゃあその点、ちょっと猪熊さん。 

 

猪熊委員 先ほどもちょっと二、三事例は申し上げたと思うのですが、そうですね、

そういう自己肯定感を持てる子どもに育てようというのは、子どもにとって

自分の帰る家があるとか、帰る場所を家でつくろうということで、やっぱり

家庭が大切であるということとか、ほんとに先ほど言っていましたように、

最近の子は挨拶しないとか、礼儀のような話になると、やはり家庭が言われ

ますね。 

 

太田委員 太田です。前回も、学校と家庭、地域の信頼関係の話が出たと思うので

す。主事さんにご質問申し上げて、明確な回答をいただけなくて残念だねと

いう話を帰り道にしたりもしたのですが。 

 

猪熊委員 そうでしたね。 

 

太田委員 多分、お答えがないのがお答えなのだろうと、私は個人的には受けとめ

ていたのですが、信頼関係がおそらく、いっときすごくつくられていたのだ

けれども、多分７０年代、８０年代ぐらいをピークにして崩れかけてきてい

て、学校に対する信頼感というのも、家庭、地域の側でやや低下しているで

しょうし、学校の家庭に対する信頼感みたいなものも、もしかしたら失われ

ているところがあるのかもしれなくて、そうなると、さっきの話のように、

どっちに責任がみたいなことになってしまうわけですよね。そういうのも多

分念頭に置いて考えていったほうがいいのだろうと思ったのですけど、この

間お話に出たような、学校と地域、あるいは家庭との厚い信頼というのが、
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具体的にどういう形で見えていて、何かヒントがそこにあるのかみたいなこ

とを前回はお聞きしたかったのですよね。何があったら、信頼があると思え

るのかとか、それはどういうふうにつくられてきたのかみたいなことが知り

たいなと、この間は思ったのですが、やっぱりその辺が大事なのだろうなと

いうのは、改めて思いました。 

 

松田議長 新たにいかがですか、ほかに。何かあったらとか。 

 

立入委員 そうですね、何か特別な仕掛けじゃなくても、人と人とが会話して、あ、

そうだよねという共感ができたり、ほんとにささいなことを話せる関係が地

域であれば、学校と、情報として、会話すること自体、時間がやっぱりフル

タイムで働いている人は忙しいですし、結局子どもを重視した結果、フルタ

イムはちょっと抜きにしてパートにしようという人ももちろんいるでしょ

うし、それこそそのご家庭の方針で専業主婦の方もいらっしゃるでしょうし、

その割合から言ったら、もう圧倒的に働いている人のほうが多いのが学校の

状態ですし、未就学児に至っても、やっぱり保育園の子が圧倒的に多いので

すね。なので、例えば図書館で行事があったとしても、以前は小学校低学年

の子から見に来ていたようなお楽しみ会みたいなのも、今は２歳児とほんと

に赤ちゃんを連れてくるような人たちがそういうイベントに来ているので、

ほかのもうちょっと育っちゃった子は、保育園に行っていると思うのですよ。

幼稚園に行っている子がちらほら来るのですけど、そういうイベント自体も

再編成しないと人が集まらないみたいな。そう考えると、さっき言っていた

子育てのカンガルー広場というのも、そんなにたくさんは、以前ほどはいな

いみたいな話を聞いていますから、やっぱり保育園に行っているということ

は、お母さんたちは働いていると。お父さんももちろん働いているというこ

とになると、曜日設定で、例えば日曜日とか土曜日とかにそういうことをし

ないと、人は集まらないわけですし、ただ、そういう場所を例えばつくった

として、そういうのに興味がある人はそういうところに出かけますよね。何

年か前になるのですけど、学芸大学に未来研究所ってありますよね。 

 

松田議長 ありますね。 

 

立入委員 それで、公民館でそういう……。 

 

松田議長 ワークショップ。 

 

立入委員 ワークショップをやっていましたよね。うちの子がまだすごくちっちゃ

いとき１回だけ参加したときに、そこに来ている人たちは、何かとても絵に

描いたように教育に熱心ですという感じの人たちばっかりだったのですよ。、

私はあんまりそういう傾向の同じ人ばかり集まるところに子どもを置くの

は何となく居心地が悪くて、１回だけ参加をしたのですけど、こういうとこ

ろなのかと思って。でも、こういうところがいっぱいあるといいなとは思っ

たのですけど、何かそういった仕掛けが、普通の人が、そんなに子育てとい

うことに関心のない人でも行けるようなイベントがあればいいなと。ちょっ

と具体的には思いつかないのですけど。 

 例えばだから、自然観察会でも、うちの子たちはほんとに楽しんでいまし

たし、何かそういうきっかけとか、内容はどうでもいいという言い方は失礼

かもしれないけど、何ていうのだろう、集まる場所を設定すると、やっぱり

興味のある人が集まりますよね。そういういろんな仕掛けをランダムに置い
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ておくと、そこに興味のある人は行くし、興味のない人は行かないしという、

そんないろんな仕掛けがあると、サードプレイスという場所ができるのかな

という漠然とした答えというか、きっかけというか、信頼関係とかというの

も。 

 たまたま四小地区の育成会で、信頼関係ということで、学校の先生とよく

そういう話をするのですけれども、たまたまいらっしゃる元新聞記者の、生

き字引みたいな方がいらして、学校というのは、孟母三遷という言葉がある

じゃないですか。だから、学校がよければ人は集まるのだと。そこで形成さ

れるのは地域がつくるのだと。だから、学校が中心にはなるけれども、周り

を支えているのは地域なのだよ、学校が中心なのだよという話を、それで孟

母三遷が出てくるのかと思いながら聞いていたのですけど。だから、そうい

ったつながりはきっかけではあるとは思うのですけど。 

 

 

武澤委員 よろしいですか。 

 

太田委員 はい。 

 

武澤委員 僕は学校が中心だというのは、まさに賛成なのですね。学校が中心にな

るためには、先ほど太田先生の心配しておられたことに僕はどう考えるかと

いうと、先生が尊敬される立場にならなくちゃいけないと。それは、今度は

父兄の人たちも先生を尊敬するような形にとにかくすると。そうすると、子

どもたちも先生を尊敬するようになっていくと思うのですね。大体、先生を

尊敬しないで今の心配事をいろいろ議論したって、全然解決策が見つからな

い。私は先生を尊敬するにはどうしたらいいか、まだ解決策は全然見つかっ

てないですけれども、こうなったのは、こんなことを言うと後で叱られるか

もしれないけれども、５０年前に先生は聖職じゃなくて労働者だということ

になったわけですね。そこから５０年たったわけです。その効果が５０年だ

と、大体教育効果が一番最大限にあらわれるときだと思うのです。それで今、

その効果があらわれているのだから、これから方向を変えても、その効果が

出てくるのは、また５０年後だと。だから、なかなか大変だと思う。僕は、

先生はやっぱり子どもたちから尊敬されるように持っていく、それにはどう

したらいいかということをここで考えたらいいのではないかと思います。 

 

松田議長 いかがでしょう。佐藤さん。 

 

佐藤委員 武澤委員さんの言うことに一々反対をするわけではありませんけれども、

尊敬されるというのはその人の問題だから、誰かがつくり上げるものではな

いから、先生を尊敬しなければならないとか、そう言ったから尊敬される人

にその人がなるかといったら、違うと思うのですよ。結果として今、とても

親の要求も子どもの関心も多様化している中で、それに対応する先生方はと

ても大変だとは思います。だから、要求もかなり幅があるわけですから、先

生たちはそれに対応するだけでも疲れ果てるという声も出てくるくらいで

すから。かといって、労働者という感覚を先生はお持ちというわけではない

と思うのですよ。やっぱり教師になりたくて、子どもたちに教える楽しさと

いうのを最初から持って入ってらっしゃるけど、現実ではなかなか難しい部

分があるということなのだと思うのですよ。 

 というのが、先ほどの話で私が思ったことですが、先ほど立入さんがおっ

しゃっていた、そうですね、サードプレイスですか、私、初めて聞いたので
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すよ。第３の居場所ですか。よくたまり場をつくろうとか言いますけど、言

い方はさておき、確かにいろんなたまり場に参加するチャンスをいっぱい広

げてあるといいですよね。さっきちょっとおっしゃってくださったような、

私もＮＰＯ活動をしておりますけど、自然観察会という自然体験を子どもた

ちにさせているというのは、ちょうどこの間の日曜日が今年度の最後の事業

だったのですが、大体３０人ぐらいを公募して、倍から３倍の申し込みがあ

るのですよ。年によって違いますけど、定員を切るということがないのです、

募集をかけて。 

 今度参加してとても熱心だった２年生のお子さんがいるのだけど、終わっ

てから言うには、３年前から来たかったけど、うちは２年生からなのです、

参加できる。体力と、やっぱり刃物をさわらせますし、水の中に入って網で

すくいますから、危ないこともあるし、体がまだできてないお子さんだと怖

いというところがあって、３年生までは保護者が一緒にいてくださいとしま

すけど、２年生からということに。それでも前より１年下げたのですよね。

前は３年生からだったのです。だけど、あまりにも２年生の希望が多いので

２年生をいれたら、今度は１年生も、１年生は採らないよと書いていても来

るというのは、そういうところに来たいと思っていて、何年も前から活動す

るのを見ていて、入りたい、やっと２年生になったといって入ってきた子ど

もさんは、ほんとに楽しくて熱心なのですよね。魚を川に入って網ですくっ

たり、それから朽ち木を割ってクワガタの幼虫を出したり、外に行ってバッ

タを捕まえて、どんなものがいるか多摩川の河原を走り回ったりとか、そう

いう体験をするのですね。 

 それをやっているのは、みんな仕事を持っている、フルタイムなのです。

フルタイムの人たちが土日を割くというのは、場合によっては土曜もないよ

うな仕事の人が、子どもたちのために無償で、ＮＰＯといってもお金を出せ

ない程度ですから、それをやっているというのは、自分の楽しかった経験を

次の子に伝えるという、それだけなのですよね。好きになってくれたら、自

然というもののおもしろさもわかるし、大切さもわかってくるというのでや

るのですけど、そういう大人たちがやっぱりフルタイムで働いていてもいる

のですね。だから、その人たちが参加できるような仕組みがあれば来ると思

うのですよね。 

 たまたま私どもの場合は、はっきり言えば、生き物オタクみたいな人たち

が集まって、１つのＮＰＯをつくっています。だから、オタクだから自分の

やることには熱心なのです。それを伝えるのも好きだからやれるのです。そ

ういう何とかの人たちという集団は、ＮＰＯなんかには特にありますから、

うまくそういうところとつながれば、自治体とかだけに要求するよりも、う

まく一緒に入っていければいいかなと思うのです。いつも無料というのはだ

めですね、ほんとから言うと。うちも委託事業を受けてやっています。もう

かりはしませんけど、実費は出ますというところでやりますから、やっぱり

最低限それぐらいの予算をつけて事業というのはやらないと、それだけの人

を確保はできないと思うのですね。ＮＰＯをもうちょっと上手に使えればい

いなと思うのです。 

 

立入委員 立入です。以前、矢野委員が今期で言っていたかどうかわからないので

すけど、子どもに何かを伝えたいときに、何か一生懸命にやっている人を見

せればいいという話をしていて……。 

 

佐藤委員 前期。 
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立入委員 前期でしたっけ。だから、うちの子どもたちも佐藤さんのところにお世

話になったのですけど、それは確実に伝わったと思うのですね。親も見てい

て、ほんとにオタクというか、熱心でほんとに大好きでやっているのだなと

いうのが伝わってくるので、それはやっぱり生きていく上で子どもたちに伝

えたいことだなというのは、ほんとに伝わるなという感じですね。 

 

佐藤委員 何でもいいのですよね。太鼓をたたくでも、編み物を教えるでも、それ

こそ自然観察だけではなくて、いろんな仕事でもそうですよね。仕事を楽し

くやっている人に一緒に教えてもらうのは一番ですのでね。 

 

立入委員 何かだから、一生懸命さが伝わるということが、家庭の中でも大事なの

かなという気はしますけどね。 

 

太田委員 すいません、太田です。ちょっと別の角度から今のボランティア活動な

どについて思うことがあるのですけれども、子どもと大人が一緒にやる活動

って、今おっしゃったような効果がもちろんあると思うのですが、大人たち

だけで集まるような活動も、私は大事だろうなと思っていて、必ずしも子育

てについて語り合う会ではなくても、何でもいいから何か、さっきの言葉で

いうサードプレイス的な、ボランティア活動でも趣味のサークルでもいいと

思うのですけど、そういうところに行ける時間が、子育てをやっている親御

さんにどれぐらいあるのだろうかと思って、土日なら行けるかもしれないで

すけど、その間子どもを連れていけない活動の場合は、どこかにやっぱり預

けなければ出られないわけで、そういうときに預けられるところを持ってい

る人ってあんまりいないかもしれないなと思うのですね。 

 それから、平日の夜なんかでも、自分の楽しみの活動のために子どもを預

けてそこに出かけていくということは、やっぱりしづらいじゃないですか。

でも、それも多分やったほうがよくて、ネットワークを広げていくためには。

そういうのはよくないですよという見方は、うまく変えていけないかなと思

うのですね。 

 私自身もボランティア活動に１０年ぐらいかかわっている団体があるの

ですけど、来られるのはやっぱり子育てを終えた世代の女性ばっかりなので

すね。何か私だけ飛び抜けて年齢がちょっと下で、でも、そういうところで

いろいろ活動しながら、ちょっとしたすき間時間にいろんな話をすると、や

っぱり人生の先輩方ばっかりなので、ものすごく勉強になることが多くて、

その活動の外でお会いして、いろんなことを、遊びに行くのをご一緒したり

みたいなつながりもできてきて、普通この仕事をしている中ではできないよ

うな、あるいは、もともと持っていた友人関係だけではできないような関係

というのがつくれていて、とても私はありがたいことだなと思っているので

すが、多分子育て中のお父さん、お母さんたちって、そういうところにもハ

ードルがちょっと高くて、なかなかアクセスできないというのを変えていけ

るような工夫をしたいと。 

 保育所の話もさっき出ていましたけど、保育所があるのは大変大事なこと

だと思うのですが、何かもう少し柔軟にできないのかなというところがあっ

て、保育所の数が国立は足りているのかどうかもよくわからないのですが、

それから、保育時間がニーズにきちんと対応しているのかどうかも私はよく

知らないのですけれども、もし夜間とか土日にもっと気軽に使えるような、

保育所じゃなくてもいいのですけど、何か仕組みが整うといいのにというの

も、何か大分話がずれてきているようにも思うのですが、家庭教育支援とし

ては結構大事なところで、さっきの学童保育の３年生までというのを延長す
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るのも同じですけど、何のためかというと、それは何というか、仕事のため

とか自分のためとかではなくて、大人が自由な時間を確保できることが家庭

教育支援なのだという、そういう認識でいけないかなと思いました、今のお

話を聞いて。 

 

松田議長 これは全く個人的な意見なのですけど、僕もそれをすごく感じていて、

何か学生がベビーシッターの仕事をしながら勉強するみたいなイメージで

手伝えればいいのになんてすごく思っていて、未来のお父さん、お母さんが、

今のお父さん、お母さんを支えるみたいなですね。おっしゃるとおりですよ

ね。 

 

武澤委員 武澤です。今の子育てというのは、大体何歳から何歳ぐらいまでの子ど

もを言うのですかね。 

 

太田委員 それも多分、いろいろあり得るのではないでしょうか。 

 

武澤委員 私が感じている子育てというのは、うちの場合どうなっているかという

と、近くに子どもがいて、そこに孫がいるのですけれども、それはじいさん、

ばあさんが近くにいるから、出かけるときはぽんと預けていくのですね。そ

れでどこに行ってくると。そういう預けられるところ、じいさん、ばあさん

が近くにいるとそれができるのです。今はなかなかそういう家庭は少ないと

思うので、それにかわるものが何かあればいいんじゃないかということが１

つ。 

 もう一つは、嫁さんも勤めているところ、普通の会社に勤めているか、そ

れとも役所に勤めているかとかいうことで大分違うのですね。役所に勤めて

いる奥さん方は、大体育児休暇というのは２年ぐらいとれるのでしょう。も

っととれるのかもしれない。これは中小企業に勤めている人なんていうのは、

とてもじゃないけど、そんなに休暇をとっていたら首を切られてしまう。次

がなくなってしまうという、そういうものがあるわけで、その辺の環境とい

うのが全然違うと思うのですね。だから、なかなか一概には議論できないだ

ろうと思いますけれども。 

 だから、ちょっと話がジャンプしますけれども、託児所と託老所というの

を考えたことがあるのです。今もちょっと考えているのだけれども、それを

やってはどうかと、託児所、託老所。それを大体近いところでやれば、高架

下が今あくから、あの辺でどうだという話でいろいろ議論していて、でも、

責任問題がいろいろあって、その辺の責任問題をどう解決するかというのが、

まだ議論の途中なのですけど、そういうものをみんなで考えると、今の解決

策にはなるかもしれないですね。 

 

川廷委員 川廷です。随分もう４０年ぐらい前からだと思うのですけれども、国立

の公民館では、子どもを持つお母さんが学べるようにということで、一時保

育というのをすごく先進的に、多分国立の公民館でやったと思うのですね。

それは、何かこだわっていて、託児ではなくて一時保育ということで、すご

く厳しくお母さんも鍛えられたというか、ただ預けるだけではなくて、お母

さんもともに学ぶというような形であったと思うのですけれども、今思うと、

一時保育があって、親が学ぶ機会を４０年ぐらい前から保障していこうと考

えていた公民館の方たちというのは、やっぱり先を見る目があったのかなん

て、今思ったのですけれども、学ぶというだけではなくて、もっと緩やかに

子どもをそういう形で預けて、勉強じゃなくても、楽しんでもつながる機会
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がそういった部分でもできればいいのかなんて、今ちょっと昔のことを思い

ました。 

 

松田議長 じゃあ、時間のほうがかなり、こういう夢を何か考えるようなお話だと

すぐに時間は過ぎるのですけれども、非常に今日は楽しいお話だったなと思

うのですが、あえて無理にまとめようとは思わないのですが、ただ、今のお

話をくださった、こういう家庭教育支援というものがやっぱり必要なんじゃ

ないかというお話というのは、それをほんとに取りまとめていくということ

だけで、この会議の責任を果たせるのではないかと思うほど、非常に観点の

広い、また非常に必要性に準じたものになっていたのではないかなと、ほん

とに思えます。ですから、そういう意味で、次回以降は各委員の皆様方から、

今のお話を少し肉づけていただいて、報告をいただく形で取りまとめていけ

ばどうかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 

佐藤委員 具体的にはどういうことでしょう。 

 

松田議長 今のような形で、委員ご自身の観点から、家庭教育支援でこういうこと

ができるのではないかというような、そういうお話でちょっと問いかけてい

ただくというのでどうかと思えるのですけれども。 

 

武澤委員 これはあれなのですか、２年間で、まず１年間で何か中間報告みたいな

のをして、２年後に最終的な報告みたいな格好になるのですけど。 

 

松田議長 中間報告はやるのでしたっけ。 

 

武澤委員 やる？ やらない？ いや、どうなの？ 

 

事務局 特にはなくて構わないです。 

 

武澤委員 あ、ほんとに。そうすると、２年間こんな話をずるずるやっていって。 

 

松田議長 そんなことないと思いますよ。かなり裾野の広い形で進めていますけど、

非常にここは方向性がはっきりとしている議論なので、ずるずると頂上に行

っちゃうと思いますけれども。 

 

事務局 一応、第２回の定例会のときに資料をお配りしていて。 

 

立入委員 そうでしたよね。 

 

佐藤委員 流れが出ていました。 

 

事務局 はい。流れについては、変更部分もありますが、今後の課題の共有化を７

月から１月までかけて行って、その後、家庭教育支援の充実に向けたあり方

と方策を考えるということで、一応の立て分けをお示ししております。 

ただ、進め方については、先ほど議長のほうからもあったように、現在課

題の考え方の共有はまずでき上がったので、そこから具体的にどのような形

でということを、他市の事例を含めて議論を進める、また、各委員さんから

自分なりに考える方向性から事例等を引き出していただいて、発表していた

だくことを考えております。その中で、それはどこの町だから合っているの
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であって、今の国立だとちょっと違うよねとか、結局開いてみたら、国立の

あちらこちらでやっている事例じゃないかと気づく場合もあると思います。

先ほどから、いろいろな意味での場所という話が出ているのですけど、その

ネットワークを結んでコーディネートする役割の場所、そういったところが

必要だねという話になれば、そういったものを構築するためには、またいろ

んな部署を横断的につなげていくためには、具体的に何が必要になるのかと

いう議論になると思うのです。 

今のはただの例ですから、何とも言えませんが、そういう形で、最終的に

１つの形になる流れが、今のところ進んできていると事務局としては考えて

おります。 

 

松田議長 確かにもちろん絵を描く段階から、それをほんとにやる行政としては、

それを実現に向けて促していく具体的な方策をやはり考えていかないとい

けませんので、そこの部分はまだまだ調整、議論が必要だとは思うのですけ

れども、しかしながら、今のところ、おおよそ家庭教育というものに対して

の委員の皆様方の、少し共通の視点が出てきて、それに準じて、こういう準

じた方向があるのではないかということでご意見をいただいているの、非常

に当初の計画どおりに動いているという、むしろ気がいたします。そういう

意味で、そうですね、１０名ぐらいの委員ですので、どうでしょう、５名だ

と多いですか、１回につき、あまりお一人の時間を長くすると、逆に準備が

大変ですもんね。それは委員の皆様方の裁量で長くいただいてもとは思うの

ですが、３回ぐらいかけてやりますか。 

 

事務局 お一人の委員さん、１５分で考えても、１時間４５分ですから、５人だと。

そうすると、質疑とか、そこから発展した意見交換が難しいかと思います。 

 

松田議長 ちょっと厳しいですね。 

 

事務局 ４５分だとちょっと短いかなとかいうぐらいですかね。そうしたら４人は

いかがですか。 

 

松田議長 マックス４人ぐらいで、３人、４人ぐらいということで。早速ですけど、

次回ご報告いただける３人だけ、まず決められればいいのかなと思うのです

けど、いかがですか。 

 では、私から指名をさせていただいてよろしいですか。じゃあ、立入さん、

すいません。 

 

立入委員 私ですか。はい、わかりました。え？ １０分か１５分ぐらいになるの？ 

 

松田議長 そうですね、はい。 

 

立入委員 もっと短くて終わっちゃうかもしれない。 

 

松田議長 それはもう、ちょっと委員の皆様の幅は持たせていただいて、可能な範

囲でということで。 

 

立入委員 １月ですか。 

 

松田議長 はい。何といいますか、柳田先生。 
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柳田委員 私ね、１月はちょっと入学式が。 

 

松田議長 じゃあ、武澤さん、いかがですか。 

 

武澤委員 うーん、いいか。いいかって。 

 

松田議長 ありがとうございます。佐藤さんか川廷さんか猪熊さんか。 

 

佐藤委員 じゃあ、私やります。 

 

松田議長 佐藤さん、すいません。ありがとうございます。じゃあ……。 

 

佐藤委員 早くやったほうが得ですよね。 

 

立入委員 ハードルが上がりそう。 

 

松田議長 今日のようなお話の中で、委員の皆様方から思われることをご自由にい

ただくことで、非常にいいお話になっていたのではないかなと思います。そ

れと今日、結局、ある種の家庭教育支援ということで、中間領域を地域に生

み出していく必要性というのが、非常に共通して語られていたように思いま

した。確かにほんとうにその部分は、国立らしいという感じもしますし、重

要だなと私も思いました。ということは、学校の先生と親御さんとか、地域

の方ももっと居酒屋行って飲まないといけないですよね。 

 

佐藤委員 先ほどの太田委員さんの居酒屋でというあの例がすごく……。 

 

松田議長 とてもわかりやすいですね。 

 

佐藤委員 わかりやすかったですよね。 

 

松田議長 はい。 

 

佐藤委員 そうだと思いますね。 

 

立入委員 よくおやじの会って、結成されるのはそういうところだと聞きますよね。

盛り上がって、学校のＰＴＡにかかわって、何か活躍する人がいるというの

は、１回飲むのを楽しみにそういうのに集まって、子どもたちのために何か

企画するとかというのはあるので。 

 

佐藤委員 うちのＮＰＯだって、子どもたちに教えるだけじゃなくて、終わってか

らが楽しいという人もいますので、余計にね。両方の楽しみがないと、集ま

れないですよね。 

 

猪熊委員 でも市報とかに例えば、居酒屋で飲む会とか、掲載できないですよね。 

 

太田委員 その壁を突破するっていうのは。 

 

猪熊委員 そうですね。で、今までは多分ないのですね。 
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太田委員 そこにあえて挑戦したい。 

 

武澤委員 居酒屋で飲まなくても、うちのＮＰＯはこういうものあるでしょう。会

が終わったら、必ず月例会って毎月やっているわけだけれども、終わったら、

１,０００円会費で、ここで飲む、この場でね。居酒屋行くと、やっぱり三、

四千円から５,０００円ぐらいかかるでしょう。そんなに懐痛まないように、

１,０００円であの辺のスーパーで買ってきて、そうすると、結構飲めるか

ら、そのほうがコストパフォーマンスはいいと。 

 

立入委員 お酒飲めない人はお茶でもいいですけどね。何か図書館の協議会も一緒

なのですけど、たまたま顔見せのために、近くの薬局かコンビニか何かわか

らないのですけど、お菓子とお茶と持ってきて、それぞれの委員の言いたい

ことを言ったら、やっぱりそれなりに打ち解けますから、お茶でもいいのか

なっていう、お酒飲めない人は。 

 

太田委員 居酒屋の例を出しましたのは、そこに集まる人たちが偶然、ただ居合わ

せたという、何か共通のものを持っているわけではなくて、たまたま近くに

そういうのがあって、たまたまその時間ちょっとふらっと飲みたいなと思っ

たから、居合わせてという、その偶然性がいいのではないかなと思ってのこ

とでもあるのですけど。 

 

武澤委員 私なんかいつもやっているから。 

 

太田委員 あと、やっぱり女性に偏りがちだというところも、女性がお茶しながら、

お母さん同士で話し合うというのであれば、男性はどこで会っているのだろ

うかみたいなのを考えると、やっぱり男性が集まる場というのがあるのだろ

うと思って、その辺をうまくミックスさせていけるといいのではないかと思

うのですけど。 

 

佐藤委員 働いているフルタイムのお母さん方は、どこで集まれるのでしょうね。

お茶飲みもできない、お酒を飲むということもかなり制限がある。 

 

太田委員 私の知り合いで何人か、単身赴任で、やっぱり女性のほうが子どもを育

てながら、しかもフルタイムで働いてという人がすごく増えていると思うの

ですけど、ほんとに自分の時間がないですよね。 

 

佐藤委員 私も知っている人いますけど、休みの日、自分の時間があったら、メー

ルだけって言っていましたのでね。やっぱりそういうふうになっていくとい

うのはありますよね。そこら辺も考えなきゃいけませんね。 

 

立入委員 あとは趣味ですね。趣味で集まっている人たちって、結構熱いものがあ

るじゃないですか。あとは、ボランティアとかね。 

 

武澤委員 だから、こういうのを使って、これでコミュニケーションをやって、じ

ゃあ今度、オフ会をやりましょうということをすると広がっていく。だから、

こういうのは使い方なのです。 

 

立入委員 実際に広がっているのはそういうことなのですよね。 
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佐藤委員 だけど、それに振り回されているという場合も結構多いから、その辺を

マナーもルールも含めて、武澤さんはもっとちゃんと子どもたちに最初から

教えたほうがいいとおっしゃっているわけですね。 

 

武澤委員 そうです。ここでようやく意見が一致しましたね。 

 

佐藤委員 そうですか。 

 

松田議長 ということで、意見が一致を見ましたので、本日はこれで終わらせてい

ただきたいと思います。ほんとにお忙しい中を長い時間ありがとうございま

した。事務局のほうから最後お願いします。 

 

事務局 おまとめいただきましたように、次回、三人の委員から発表していただく

ということで、簡単なもので構いませんので、レジュメをご準備いただきた

いと思います。次回が１月２１日火曜日なので、事務的に準備のお時間をい

ただきたいので、１月２０日月曜日の朝までにメール等で送って頂きます様

お願い致します。年末年始も入りますし、お忙しいタイミングでご苦労をお

かけしますが、よろしくお願い致します。 

 

松田議長 それでは、どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 

 


